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薬局に係るその他の課題について

令和６年７月19日 第７回 薬局・薬剤師の機能強化等に関する検討会 資料５



薬局に関する課題
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• 薬剤師法において、調剤済みの処方箋及び調剤録について、それぞれ調剤済みとなった日及び最終の記入日から３年間保存することとされて

いる（薬剤師法第27条及び第28条）。当該保存期間は、薬剤師法の制定（昭和35年）以来改正されていない。

• 保存期間は、調剤後の安全性に係る問題への対応及び（紙の運用を前提とした）薬局における実施可能性の観点を考慮して設定された。

• 一方で、近年は電子媒体での保存、電子処方箋の活用等により、保管は容易となってきている。

• 「経済財政運営と改革の基本方針2024」においても調剤録等の薬局情報のＤＸ・標準化の検討を進めることが記載されており、今後、薬局ー

医療機関の情報共有の推進が求められており、薬局ー医療機関の情報共有を行う上で、保存期間の不整合の解消を図ることは重要。

※医師・歯科医師の診療録については５年間保存することとされている

（参考）薬剤師法に基づく保存期間は３年間とされているが、薬局においては以下の理由等から５年間保存している場合がある。

• 生活保護法の規定による指定医療機関は関係する帳簿及び書類を完結の日から５年間保存することとされていること。

• また、電子処方箋について、処方箋を調剤済みとなった日から５年間保存するサービスを提供している。

処方箋等の保存期間

• 薬局開設の許可権者は、都道府県知事、保健所設置市市長または特別区区長である（法第４条第１項）が、薬局機能情報提供制度の報告先は、

都道府県知事となっており（法第８条の２第１項及び第２項）、保健所設置市または特別区の区域にある薬局については、許可権者と薬局機

能情報提供制度の報告先が異なっている（条例等により、保健所設置市に報告することとなっている場合もある。）。

• 薬局機能情報提供制度については、これまで各都道府県において報告・公表システムを設け対応していたが、現在は全国統一システムを構築

したところ。

・報告システム：医療機関等情報支援システム（以下「Ｇ－ＭＩＳ」という。）（令和６年１月から）

・公表システム：医療情報ネット（令和６年４月から）

• 薬局機能情報提供制度は、薬局は都道府県知事への報告を求めているが、医療機能情報提供制度のように、当該情報を都道府県知事から厚生

労働大臣に報告し、厚生労働大臣は都道府県の区域を超えた広域的な見地から必要とされる情報の提供のため、都道府県知事に必要な助言、

勧告その他の措置を行うものとなっていない。

薬局機能情報提供制度

上記の課題については、厚生科学審議会医薬品医療機器制度部会において、今後、検討する予定。
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経済財政運営と改革の基本方針2024（令和６年６月 2 1日閣議決定）（抄）

（医療・介護・こどもDX）

３ .投資の拡大及び革新技術の社会実装による社会課題への対応

第２章 社会課題への対応を通じた持続的な経済成長の実現

医療・介護の担い手を確保し、より質の高い効率的な医療・介護を提供する体制を構築するとともに、医療データを活用し、

医療のイノベーションを促進するため、必要な支援を行いつつ、政府を挙げて医療・介護ＤＸを確実かつ着実に推進する。

このため、マイナ保険証の利用の促進を図るとともに現行の健康保険証について2024年12月２日からの発行を終了し、マ

イナ保険証を基本とする仕組みに移行する。「医療ＤＸの推進に関する工程表」に基づき、「全国医療情報プラットフォー

ム」を構築するほか、電子カルテの導入や電子カルテ情報の標準化、診療報酬改定ＤＸ、ＰＨＲの整備・普及を強力に進め

る。調剤録等の薬局情報のＤＸ・標準化の検討を進める。また、次の感染症危機に備え、予防接種事務のデジタル化による

効率化を図るとともに、ワクチン副反応疑い報告の電子報告を促し、予防接種データベースを整備する等、更なるデジタル

化を進める。当該プラットフォームで共有される情報を新しい医療技術の開発や創薬等のために二次利用する環境整備、医

療介護の公的データベースのデータ利活用を促進するとともに、研究者、企業等が質の 高いデータを安全かつ効率的に利

活用できる基盤を構築する。医療ＤＸに関連するシステム開発、運用主体として、社会保険診療報酬支払基金について、国

が責任を持ってガバナンスを発揮できる仕組みを確保するとともに、情報通信技術の進歩に応じて、迅速かつ柔軟な意思決

定が可能となる組織へと抜本的に改組し、必要な体制整備や医療費適正化の取組強化を図るほか、医療・介護ＤＸを推進し、

医療の効果的・効率的な提供を進めるための必要な法整備を行う。また、ＡＩホスピタルの社会実装を推進するとともに、

医療機関等におけるサイバーセキュリティ対策を着実に実施する。電子処方箋について、更なる全国的な普及拡大を図る。

あわせて、子育て支援分野においても、保育業務や保活、母子保健等におけるこども政策ＤＸを推進する。また、これらの

ＤＸの推進については、施策の実態に関するデータを把握し、その効果測定を推進する。



薬局機能情報提供制度の概要
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1. 目的
薬局に対して、その薬局機能に関する情報を都道府県へ報告することを

義務付け、さらに、報告を受けた都道府県は住民・患者に対して分かりやす
い形でそれらの情報を提供することにより、住民・患者による薬局の適切な
選択を支援することを目的として、平成19年度より開始した。

2. 実施主体
都道府県を実施主体とし、厚生労働省はG-MIS及び医療情報ネット

（全国の薬局機能情報を検索できるサイト）の整備を行う。

３. 報告手続等
薬局開設者は、省令で定める事項を所在する都道府県に報告する

（報告の頻度は年１回以上）。薬局の名称や所在地などの基本情報に
変更があった場合には、速やかに都道府県に対して報告を行う。

４. 公表方法
令和６年４月より医療情報ネットにより公表。

薬
局

住
民
・患
者
等

都
道
府
県

薬局から報告された情報を
医療情報ネットにより提供

○薬局機能情報を薬局において閲覧に供すること（インターネット等）
○正確かつ適切な情報を行うよう努めること
○住民・患者等からの相談に適切に応ずるよう努めること

薬局機能情報の具体例

① 管理、運営、サービス等に関する事項

基本情報（開設者、管理者、営業日、開店時間、地域連携薬局等
の認定の有無等）、アクセス方法、外国語対応、費用負担 等

② 提供サービスや地域連携体制に関する事項

業務内容、提供サービス、地域医療連携体制、各種実施件数 等

③ 地域連携薬局等に関する事項

地域連携薬局、専門医療機関連携薬局の基準に係る実績 等

薬局開設者は、G-MIS（利
用できない場合は紙媒体）に

より都道府県に報告

医療情報ネット（ナビイ）



関係法令（医療機能情報提供制度関係）
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医療法（抄）

（病院等の管理者の報告義務等）
第六条の三 病院、診療所又は助産所（以下この条において「病院等」という。）の管理者は、厚生労働省令で定めるところにより、医療を
受ける者が病院等の選択を適切に行うために必要な情報として厚生労働省令で定める事項を当該病院等の所在地の都道府県知事に報告する
とともに、当該事項を記載した書面を当該病院等において閲覧に供しなければならない。

２ 病院等の管理者は、前項の規定により報告した事項について変更が生じたときは、厚生労働省令で定めるところにより、速やかに、当該
病院等の所在地の都道府県知事に報告するとともに、同項に規定する書面の記載を変更しなければならない。

３ 病院等の管理者は、第一項の規定による書面の閲覧に代えて、厚生労働省令で定めるところにより、当該書面に記載すべき事項を電磁的
方法（電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法をいう。以下同じ。）であつて厚生労働省令で定めるもの
により提供することができる。

４ 都道府県知事は、第一項又は第二項の規定による報告の内容を確認するために必要があると認めるときは、市町村その他の官公署に対し、
当該都道府県の区域内に所在する病院等に関し必要な情報の提供を求めることができる。

５ 都道府県知事は、第一項又は第二項の規定による報告を受けたときは、厚生労働省令で定めるところにより、その報告の内容を厚生労働
大臣に報告するとともに、公表しなければならない。

６ 病院等の管理者が、第一項又は第二項の規定による報告を、電磁的方法であつてその内容を当該管理者、当該病院等の所在地の都道府県
知事及び厚生労働大臣が閲覧することができるものにより行つたときは、当該報告を受けた都道府県知事は、前項の規定による報告を行つ
たものとみなす。

７ 厚生労働大臣は、第五項の規定による報告を受けたときは、都道府県の区域を超えた広域的な見地から必要とされる情報の提供のため、
都道府県知事による同項の規定による公表に関し必要な助言、勧告その他の措置を行うものとする。

８ 都道府県知事は、病院等の管理者が第一項若しくは第二項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたときは、期間を定めて、当該
病院等の開設者に対し、当該管理者をしてその報告を行わせ、又はその報告の内容を是正させることを命ずることができる。
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